
　開設期間

　※　ただし、３月１日（日）はベルサール渋谷ファーストにて開場します。

　開設時間

午前８時３０分から午後４時まで（提出は午後５時まで）

午前９時１５分から午後５時まで

　会場

　所在地

　板橋区大山東町３５－１

※

※

〇

〇

〇

〇

　相談 午前９時１５分から午後５時まで

　日曜日は多くの方が来場されます。会場の混雑を避けるため、早い時間で受付を締め切る場合があります。

　確定申告会場には駐車場及び駐輪場はありません。 ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。

「渋谷駅」Ｃ１出口より徒歩６分（半蔵門線・田園都市線・副都心線・東横線）

「渋谷駅」東口より徒歩８分（ＪＲ線）

「表参道駅」Ｂ１出口より徒歩10分（銀座線・半蔵門線・千代田線）

　受付 午前８時３０分から午後４時まで

ＬＩＮＥによるオンライン事前予約

板橋税務署

確定申告会場のご案内
　確定申告会場では、原則、ご自身のスマートフォンとマイナンバーカードで申告書を作成していただきます。

　令和８年　２月１６日（月）から　３月１６日（月）まで　（土日及び祝日を除きます。）

　書面で申告書等を提出する方へ

　東武東上線大山駅北口　徒歩７分

　都営地下鉄三田線板橋区役所前駅A３出口　徒歩５分

　受付

　相談

　板橋税務署

　案内図

　LINEアプリで国税庁
　LINE公式アカウントを
   「友だち追加」して予約
  してください。

友だち追加は
こちらから↑

　３月１日（日）の相談・受付（確定申告会場）

　会場 ベルサール渋谷ファースト

　所在地 渋谷区東１－２－２０　住友不動産渋谷ファーストタワー２階

　最寄り駅

　令和７年１月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしましたので、申告書等を書面
で提出する際には、申告書等の正本（提出用）のみを提出（送付）してください。

　なお、詳細は、「令和７年１月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」をご覧ください。

　書類を郵送で提出される場合の郵送先　(*　本年度から、郵送先が変更となりました。)

　〒１００-８１５６

　　千代田区大手町１ー３ー３　大手町合同庁舎３号館　東京国税局業務センター大手町分室（板橋税務署）

　その他

　税務署内の駐車場は、令和８年２月２日（月）から３月３１日（火）までの期間はご利用いただけませんので、お

車での来署はご遠慮ください。

　確定申告をする場合、ワンストップ特例を申請した寄附金も含めて申告する必要がありますので、ご注意く

ださい。

SAMPLE

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/index.htm

